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協議第７ 号 

 

   ごみ処理基本計画及び施設整備基本構想案について 

 

ごみ処理基本計画及び施設整備基本構想案について、 別紙のと おり 協議する 。  

 

 令和６ 年２ 月１ 日提出 

 

川島町・ 桶川市ごみ処理広域化協議会 

会長    飯 島 和 夫 

 



 

 

 １ . 計画策定の 趣旨 

こ れまで、 川島町では令和３ 年２ 月に「 一般廃棄物処理基本計画」 の見直し を行い、 桶川市で

は平成３ １ 年１ 月に「 桶川市一般廃棄物処理基本計画（ ごみ編）」 を策定し 、 各市町でごみの適

正な処理を推進し てき まし たが、各市町における ごみ処理施設の老朽化への対策や、中長期的に

よ り 効率的・ 安定的なごみ処理を目指し 、令和５ 年４ 月に川島町・ 桶川市ごみ処理広域化協議会

を設置し 、 ごみ処理の広域化に向けた協議を進めています。  

ごみ処理基本計画は、 各市町における ごみの排出量の見込みなど廃棄物の処理及び清掃に関

する 法律第６ 条に規定する 事項を定め、川島町、桶川市における 新たなごみ処理施設の整備に向

けた基本的な考え方や方針を示す「 新ごみ処理施設整備基本構想」 の基礎資料と する ため、策定

する も のです。  

 ２ . 基本方針 

ごみの減量化・ 資源化に向けて、住民一人ひと り がこ れまでの価値観やラ イ フス タ イ ルを見直

すと と も に、 住民、 事業者、 行政が、 それぞれの役割と 協働の下に各種取り 組みを進めていく 、

「 ４ R を意識し た循環型社会の形成」 を基本理念と し て定め、 基本方針を次のと おり と し ます。 

基本方針１  ごみの減量化の推進 
食品ロ ス 削減や生ごみ減量化等の推進 

「 ごみを出さ ない」 ラ イ フス タ イ ルの定着 

基本方針２  ごみの資源化の推進 
プラ ス チッ ク の資源化推進や資源化方法の拡充 

排出時の分別徹底 

基本方針３  
持続可能な 

ごみ処理体制の構築 

安全・ 安心で適正かつ環境負荷が少ないごみ処理体制

の維持・ 整備 

ごみ処理の広域化に向けた強靭なごみ処理体制の構築 

 ３ . ご み排出量の 現況 

各市町のごみ排出量の現況について、 次に示し ます。  

 

 

 ４ ． 将来人口及びご み排出量の 推計 

各市町の将来人口及びごみ排出量の推計について、 次に示し ます。  

 

●将来人口の推計 

 

 

●ごみ排出量の推計 

 

 

なお、新ごみ処理施設整備基本構想では、本計画における 令和１ ５ 年度のごみ排出量の推計値

をも と に、 施設規模等を検討し ています。  
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 １ . 施設整備基本構想策定の 趣旨 

川島町と 桶川市（ 以下「 両市町」 と いう 。） は、 ごみ処理施設の老朽化が課題と なっている こ と

に加え、 新ごみ処理施設整備・ 維持管理コ ス ト の低減やごみ処理の効率化が求めら れている こ と

から 、 両市町で広域化を推進し 相互協力する こ と で共通の課題を解決し ていく こ と と し 、 令和 5

年 4 月に川島町・ 桶川市ごみ処理広域化協議会を設置し まし た。  

ごみ処理施設の広域化にあたり 、 将来にわたる 安定的かつ効率的なごみ処理体制を構築する と

と も に、 ごみ処理に伴う 環境負荷やコ ス ト の低減を可能と する 新ごみ処理施設整備に向けた基本

的な考え方や方針を示し た「 新ごみ処理施設整備基本構想」（ 以下、「 基本構想」 と いう 。） を策定

し 、 今後、 両市町では基本構想を指針と し て、 計画的に施設整備や処理体制の構築を推進し てい

く も のと し ます。  

 ２ . 施設整備の 基本方針 

両市町における「 ごみ処理基本計画」 の基本方針や、 国が示す「 廃棄物処理施設整備計画」 の考

え方を踏まえ、 新たに整備する ごみ処理施設整備の基本方針を次のと おり と し ます。  

 

  循環型のまちづく り に寄与でき る 施設 

  環境負荷の低減が可能と なる 施設 

  安全かつ安定し たごみ処理を推進でき る 施設 

  経済性に優れた施設 

 ３ . 整備対象施設及び施設規模 

整備対象施設は、「 直接処理を行う こ と が効率的なごみを除き 、 全てのごみが処理可能な施設」

と する 考え方を基本と し 、ごみ分別区分の変更、直接搬入の利便性、単独リ サイ ク ル施設の整備、

処理の効率性を鑑み、 エネルギー回収型廃棄物処理施設、 マテリ アルリ サイ ク ル推進施設を整備

し ます。  

ま た、 新ごみ処理施設の施設規模は、 両市町のごみ処理基本計画における 推計値を考慮し 、 次

のと おり 設定し ます。  

表１  新ごみ処理施設の施設規模 

項  目 施設規模 処理対象ごみ 

エネルギー回収型 

廃棄物処理施設 
69ｔ /日 

可燃ごみ、 可燃性粗大ごみ、  

可燃性残渣、 災害廃棄物 

マテリ アルリ サイ ク ル 

推進施設 
20.7ｔ /日 

不燃ごみ、 不燃性粗大ごみ、 びん類、 かん類、  
ペッ ト ボト ル、 プラ スチッ ク 、 紙容器 

 

４ . 敷地範囲・ 搬入路 

(1)敷地範囲 

新ごみ処理施設は、 川島町三保谷宿南地区内

に整備を予定し ており 、 敷地範囲については、

施設規模から 想定さ れる 必要面積や地域の意見

等から 、 約 5ha を想定し 、 右に示す範囲を基本

と し ます。  

(2)搬入路 

搬入路は、 周辺住居への影響などを考慮する

と 、 ①日高川島線から の搬入路の整備、 ②敷地

範囲の南東から 堤防に沿った搬入路の整備の 2

案が想定さ れま すが、 交通安全面など地域の意

見を反映し て、 ②敷地範囲の南東から 堤防に沿

った搬入路を基本と し ま す。 今後、 道路管理者や河川管理者と 協議し 、 検討を進めていく 必要が

あり ます。  

 ５ . ご み処理方式 

可燃ごみを処理する エネルギー回収型廃棄物処理施設は、各処理方式の特徴、近年の導入事例、

新たに整備する 施設の規模などから 、 国内において最も 実績があり 、 技術的にも 安定し た方式で

ある 「 焼却方式（ ス ト ーカ式）」 が適し ている と 考えら れる ため、 同方式を基本と し ます。  

 ６ . 余熱利用方針・ 防災機能 

(1)余熱利用方針 

余熱利用については、 現時点で次の方針を基本と し 、 両市町にと って経済的な施設を整備し ま

す。 ま た、 近年余熱を利用し た新し い技術によ り 、 事業を実施し ている 自治体も ある こ と から 、

技術の向上等を踏まえ検討し ます。  

① 場内利用（ 熱利用、 電力利用） は行う も のと し ます。  

② 場外への熱供給は原則行わないも のと し ます。  

③ 発電し た電力は場内利用し 、 余剰電力はごみ処理事業に係る 財政負担の低減にも つながる

こ と から 、 電力会社への売電を含め検討する も のと し ます。  

(2)防災機能 

災害時には会議室等を開放し て避難住民を受け入れら れる よ う 非常食・ 飲料水等の備蓄品を備

え、 照明や冷暖房等の電源を確保する こ と を基本と し ます。  

 

 

 

 

図１  新ごみ処理施設の敷地範囲・ 搬入路 
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 ７ . 概算事業費 

事業者へのヒ アリ ング結果をも と に算出し た現時点における 概算事業費及び財源内訳を次に示

し ます。  

表２  事業者ヒ アリ ングの結果 

項 目 
ヒ アリ ング結果（ 税込）  

最大 最小 平均 

概算建設費 約 264 億円 約 153 億円 約 198 億円 

 

財
源
内
訳 

国庫 約 78 億円 約 44 億円 約 53 億円 

地方債 約 163 億円 約 95 億円 約 125 億円 

一般財源 約 23 億円 約 14 億円 約 20 億円 

※循環型社会形成推進交付金を活用する こ と を前提と し ます。  

 

項 目 
ヒ アリ ング結果（ 税込）  

最大 最小 平均 

概算運営費 
20 年間 約 223 億円 約 131 億円 約 185 億円 

１ 年間 約 11 億円 約 7 億円 約 9 億円 

 ８ . 施設整備ス ケ ジ ュ ール 

新ごみ処理施設に係る 施設整備ス ケジュ ール（ 案） を次に示し ます。  

表３  施設整備ス ケジュ ール（ 案）  

 

 

 

 

 

項　 目 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

施設整備基本構想

循環型社会形成推進地域計画

測量・ 地質調査

施設整備基本計画
PFI 等導入可能性調査
生活環境影響調査

都市計画決定・ 農振除外

用地交渉・ 取得

事業者選定

搬入路及び造成の設計・ 工事

新ごみ処理施設の設計・ 建設



協議第７ 号 参考資料３  

 

ごみ処理基本計画及び施設整備基本構想の町民コ メ ント （ 川島町）、 パブリ ッ ク コ メ

ン ト （ 桶川市） の実施について 

 

１  趣旨 

 ごみ処理基本計画及び施設整備基本構想の策定にあたり 、 あら かじ めごみ処理基本

計画及び施設整備基本構想の案を公表し 、 住民から 意見を 募集し 、 行政運営の公正さ

の確保と 透明性の向上を 図る ために実施する 。  

   

２  ス ケジュ ール 

会議・ 議会等 日 程 

⑴ 第４ 回協議会 令和６ 年２ 月１ 日 

⑵ ３ 月議会 報告 令和６ 年２ 月～3 月（ 予定）  

⑶ 町民コ メ ント 、 パブリ ッ ク
コ メ ント の期間 

令和６ 年３ 月６ 日～４ 月４ 日 

⑷ 第５ 回協議会 令和６ 年５ 月上旬（ 予定）  

⑸ ６ 月議会 報告 令和６ 年６ 月（ 予定）  

 

３  公表方法 

 ホームページ、 広報 

※広報は令和６ 年３ 月号に掲載 

 

４  閲覧先 

 所管部署、 ホームページ ほか 

 



 

 
 

協議第８ 号 

 

   新一部事務組合規約の項目について 

 

新一部事務組合規約の項目について、 別紙のと おり 協議する 。  

 

 令和６ 年２ 月１ 日提出 

 

川島町・ 桶川市ごみ処理広域化協議会 

会長    飯 島 和 夫 

 



  協議第８ 号 別紙 

 

規約協議５  議会の組織及び議員の選挙の方法について  

規約では議員の定数及び選挙の方法を 定める 必要がある 。  

 

１  県内一部事務組合（ ごみ処理関係・ 構成団体２ 市町） の人口と 議員定数の状況 

 

県内の一部事務組合の状況（ 構成団体が２ 市町を 抜粋）   （ 単位： 人） 

番

号 

組合名 

（ 設立年月日）  

人口 

（ 令和５ 年４ 月１ 日）  
各市町議員定数 組合議員定数 

１  

蕨戸田衛生 

センタ ー組合 

（ 昭和 34 年 6 月）  

蕨市  75, 195 34. 6％ 蕨市  18 40. 9％ 蕨市  10 50. 0％ 

戸田市  141, 927 65. 4％ 戸田市 26 59. 1％ 戸田市 10 50. 0％ 

合計 217, 122  合計 44  合計 20  

２  

蓮田白岡衛生

組合 

（ 昭和 35 年 10 月） 

蓮田市 61, 193 53. 7％ 蓮田市 20 52. 6％ 蓮田市 6 50. 0％ 

白岡市 52, 721 46. 3％ 白岡市 18 47. 4％ 白岡市 6 50. 0％ 

合計 113, 914  合計 38  合計 12  

３  

久喜宮代衛生

組合 

（ 昭和 36 年 3 月）  

久喜市 150, 740 81. 9％ 久喜市 27 65. 9％ 久喜市 9 64. 3％ 

宮代町 33, 346 18. 1％ 宮代町 14 34. 1％ 宮代町 5 35. 7％ 

合計 184, 086  合計 41  合計 14  

４  

彩北広域清掃

組合 

（ 昭和 45 年 3 月）  

行田市 78, 550 73. 5％ 行田市 20 55. 6％ 行田市 7 70. 0％ 

鴻巣市 28, 387 26. 5％ 鴻巣市 16 44. 4％ 鴻巣市 3 30. 0％ 

合計 106, 937  合計 36  合計 10  

５  

朝霞和光資源

循環組合 

（ 令和 2 年 10 月）  

朝霞市 144, 287 63. 3％ 朝霞市 24 57. 1％ 朝霞市 5 50. 0％ 

和光市 83, 599 36. 7％ 和光市 18 42. 9％ 和光市 5 50. 0％ 

合計 227, 886  合計 42  合計 10  

６  

行田羽生資源

環境組合 

（ 令和 4 年 4 月）  

行田市 78, 550 59. 3％ 行田市 20 58. 8％ 行田市 5 55. 6％ 

羽生市 53, 917 40. 7％ 羽生市 14 41. 2％ 羽生市 4 44. 4％ 

合計 132, 467  合計 34  合計 9  

７  

上尾伊奈資源

循環組合 

（ 令和 5 年 4 月）  

上尾市 230, 273 83. 6％ 上尾市 30 65. 2％ 上尾市 6 75. 0％ 

伊奈町 45, 126 16. 4％ 伊奈町 16 34. 8％ 伊奈町 2 25. 0％ 

合計 275, 399  合計 46  合計 8  

※４  彩北広域清掃組合の鴻巣市は旧吹上分の人口及び議員数と し ている 。  

〇川島町・ 桶川市の合計人口は県内の一部事務組合（ 構成団体が２ 市町） で最少である 。  

 川島町 １ ９ ， １ １ ２ 人  桶川市 ７ ４ ， ６ ３ ２ 人  合計 ９ ３ ， ７ ４ ４ 人 

〇上尾伊奈資源循環組合の議員定数８ 人が県内の一部事務組合で最少である 。  

〇議員１ 人に対する 人口は１ 万～１ ． ５ 万人が多く を 占め、 その平均値は約１ ． ２ 万人

である 。  

〇各組合の議員の選出区分は、 ①均等割、 ②人口割、 ③議員定数割の方法で算出し てい

る ケース が多い。  
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２  議員定数（ 案）  

 川島町・ 桶川市の人口規模を 考える と 、 議員定数は８ 人と する 。  

 

 ３  選出内訳（ 案）  

 各一部事務組合議員の選出内訳は、 ①均等割、 ②人口割、 ③議員定数割の方法で算出

する と 、 次のと おり と なる 。  

内訳方法 定数 
内訳 

人口・ 議員定数 
川島町 桶川市 割合 

① 均等割 

８ 人 

４ 人 ４ 人 50： 50  

② 人口割 ２ 人 ６ 人 25： 75 
川島町 19, 112 人（ 20. 4％）  

桶川市 74, 632 人（ 79. 6％）  

③ 議員定数割 ３ 人 ５ 人 37. 5： 62. 5 
川島町 １ ４ 人（ 42. 4％）  

桶川市 １ ９ 人（ 57. 6％）  

※議員定数８ 人と し た場合 

 

 ４  選挙の方法（ 案）  

 関係市町の議会においてその議会の議員のう ちから こ れを 選挙する も のと する 。  
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規約協議７  経費の支弁の方法について  

１  こ れま での経緯 

 令和３ 年度にま と めた「 一般廃棄物の広域処理に関する 勉強会報告書」 では、 全国的

な事例から 次のと おり 整理し ている 。  

費用負担方法 概要 

ごみ量割 市町村のごみ量（ 処理費及び維持管理費の場合、ごみ量の実績） に応じ て費用を

分担する 。処理費及び維持管理費をごみ量割と し た場合、費用負担割合を下げる

ために、 各市町村で減量化や分別が促進さ れる 可能性がある 。  

人口割 市町村の人口に応じ て費用を負担する 。 １ 人当たり のごみ排出量が少ない市町

村の負担が大き く なる 。  

均等割 全ての関係市町村が同じ 割合で費用を負担する 。 関係市町村間で人口規模の違

いが大き い場合、 人口規模が小さ い市町村の負担が大き く なる 。  

上記の負担方法

の組合せ 

費用の 10%を人口割、 90%をごみ量割と いう よ う に、 上記の負担方法を組み合わ

せて使用する 。  

 

 ま た、 令和４ 年度に実施し た調整会議では、 建設費の負担割合は人口割を 基準と し 、

運営費の負担割合はごみ量割を 基準と し 、 均等割を組み合わせた割合を 協議会で決定す

る と し ている 。  

 

２  基本方針 

 こ れま での経緯をふま えて、 期間ごと に経費の支弁に関する 基本方針を次のと おり と

する 。  

期間 基本方針 

組合設立の日から ごみ広域処理施設の供用開始

の日の前日ま で（ 以下、 建設費と する ）  

人口割を基準と し 、 均等割を組み合わせる  

ごみ広域処理施設の供用開始の日以後（ 以下、

運営費と する ）  

ごみ量割を基準と し 、 均等割を組み合わせる  
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３  近年設立し た一部事務組合の状況及び解散し た埼玉中部資源循環組合 

組合名 負担割合 

朝霞和光資源循環組合 （ 1） ごみ広域処理施設の供用開始の日の前日ま で 

 ①組合の運営経費 均等割（ 100％）  

 ②必要な用地の取得に係る 経費 均等割（ 100％）  

 ③ごみ広域処理施設の建設に係る 経費 人口割（ 100％）  

（ 2） ごみ広域処理施設の供用開始の日以後 

 ①組合の運営経費 均等割（ 100％）  

 ②必要な用地の取得に係る 経費 均等割（ 100％）  

 ③ごみ広域処理施設の管理運営に係る 経費 搬入量割（ 100％）  

行田羽生資源環境組合 （ 1） 共同整備する 施設の供用開始の日の属する 年度末日ま で 

           均等割（ 20％）  人口割（ 80％）  

（ 2） 共同整備する 施設の供用開始の日の属する 年度の翌年度以後 

           均等割（ 20％）  搬入量割（ 80％）  

上尾伊奈資源循環組合 （ 1） ごみ広域処理施設の供用開始の日の属する 年度末日ま で 

 ①議会の運営に係る 経費 議員定数割（ 100％）  

 ②組合の運営に係る 経費 均等割（ 100％）  

 ③ごみ広域処理施設の建設準備に係る 経費 均等割（ 100％）  

 ④ごみ広域処理施設の建設工事に係る 経費 均等割（ 20％）  

                     人口割（ 80％）  

（ 2） ごみ広域処理施設の供用開始の日の属する 年度の初日以後 

 ①議会の運営に係る 経費 議員定数割（ 100％）  

 ②組合の運営に係る 経費 均等割（ 100％）  

 ③ごみ広域処理施設の管理運営に係る 経費 均等割（ 15％）  

                     搬入量割（ 85％）  

埼玉中部資源循環組合 （ 1） 組合設立の日から ごみ処理施設の供用開始の日の前日ま での

経費及び同期間内に借り 入れた地方債に係る 償還金 

           均等割（ 10％）  人口割（ 90％）  

（ 2） ごみ処理施設の供用開始の日以後の経費 

    均等割（ 5％）  人口割（ 15％）  搬入量割（ 80％）  
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４  負担割合（ 案）  

 建設費については、両市町の能力に応じ て負担（ 応能負担） する のが望ま し いと 考え、

他の一部事務組合や両市町の標準財政規模を参考に、「 人口割 80％、 均等割 20％」 と

する 。  

運営費については、 両市町で施設を利用する 割合で負担（ 応益負担） する のが望ま し

い。 ただし 、 他の一部事務組合では組合を 運営する ための経費（ 議会費・ 総務費） は均

等割と し ている ケース が多いこ と から 運営費については、「 組合の運営に関する 経費   

均等割、 ごみ処理に係る 経費 ごみ量割」 と する 。  

 

建設費の負担割合  人口割  80％  均等割 20％ 

 運営費の負担割合  組合の運営に係る 経費（ 議会費・ 総務費）  均等割 

           ごみ処理に係る 経費           ごみ量割 

 

 

参考 川島町・ 桶川市の比較データ  

 人口 ごみ 標準財政規模 

人数 割合 量 割合 額 割合 

川島町 19, 112 人 20. 4％ 6, 541ｔ  25. 8％ 5, 381, 562 千円 26. 1％ 

桶川市 74, 632 人 79. 6％ 18, 783ｔ  74. 2％ 15, 237, 688 千円 73. 9％ 

合計 93, 744 人 100. 0％ 25, 324ｔ  100. 00％ 20, 619, 250 千円 100. 00％ 

※人口は令和５ 年４ 月１ 日時点の数値、 ごみは施設整備基本構想の令和４ 年度の数値 

 標準財政規模は令和４ 年度決算の数値 

 



  協議第８ 号 参考資料 

 

川島桶川資源循環組合規約（ 案）  

令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 

県 指 令 地 政 第 ○ 号 

目次 

 第１ 章 総則（ 第１ 条－第４ 条）  

 第２ 章 議会（ 第５ 条－第８ 条）  

 第３ 章 執行機関（ 第９ 条－第１ ３ 条）  

 第４ 章 経費（ 第１ ４ 条）  

 附則 

第１ 章 総則 

（ 組合の 名称）  

第１ 条 こ の 組合は 、 川島桶川資源循環組合（ 以下｢組合｣と い う 。） と い う 。  

（ 組合を 組織する 地方公共団体）  

第２ 条 組合は 、 川島町及び桶川市（ 以下｢関係市町｣と い う 。） を も っ て 組織

する 。  

（ 組合の 共同処理する 事務）  

第３ 条 組合は 、 次に 掲げ る 事務を 共同処理する 。  

 ( 1)  ご み処理施設（ 組合設立の 際現に 関係市町が 設置し て い る 施設を 除く 。）

の 整備及び稼働後の 管理運営に 関する こ と 。  

 ( 2)  ご み広域処理に 係る 計画の 策定に 関する こ と 。  

 ( 3)  前２ 号に 附帯する 事務に 関する こ と 。  

（ 組合の 事務所の 位置）  

第４ 条 組合の 事務所は 、 川島町内に 置く 。  

第２ 章 議会 

（ 組合議員の 定数及び選挙の 方法）  

第５ 条 組合の 議会の 議員（ 以下｢組合議員｣と い う 。） の 定数は 、 ●人と し 、

そ の 選出区分は 、 次の と おり と する 。  

川島町 ●人 

桶川市 ●人 

２  組合議員は 、関係市町の 議会に おい て そ の 議会の 議員の う ち か ら こ れを 選
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挙する 。  

（ 組合議員の 任期及び失職）  

第６ 条 組合議員の 任期は 、 関係市町の 議会の 議員の 任期に よ る 。  

２  補欠議員の 任期は 、 前任者の 残任期間と する 。  

３  組合議員が 関係市町の 議会の 議員で な く な っ た と き は 、同時に そ の 職を 失

う 。  

 （ 組合議員の 補欠選挙）  

第７ 条 組合議員に 欠員を 生じ た と き は 、速やか に 補欠選挙を 行わ な け ればな

ら な い 。  

 （ 議長及び副議長）  

第８ 条 組合の 議会に 議長及び副議長を 置く 。  

２  議長及び副議長は 、 組合議員の う ち か ら 組合の 議会に おい て 選挙する 。  

第３ 章 執行機関 

（ 管理者及び副管理者の 設置及び選任の 方法）  

第９ 条 組合に 、 管理者及び副管理者各１ 人を 置く 。  

２  管理者及び副管理者は 、 関係市町の 長の 協議に よ り 、 関係市町の 長の う ち

か ら こ れを 定め る 。  

 （ 管理者及び副管理者の 任期）  

第１ ０ 条 管理者及び副管理者の 任期は 、関係市町の 長の 職に あ る 期間と する 。 

 （ 管理者及び副管理者の 職務権限）  

第１ １ 条 管理者は 、組合を 統括し 、及び代表し 、並びに 組合の 事務を 管理し 、

及び執行する 。  

２  副管理者は 、 管理者を 補佐し 、 管理者に 事故が あ る と き 、 又は 管理者が 欠

け た と き は 、 そ の 職務を 代理する 。  

 （ 職員）  

第１ ２ 条 組合に 会計管理者そ の 他の 職員を 置き 、 管理者が こ れ を 任免する 。 

２  前項の 職員の 定数は 、 組合の 条例で こ れを 定め る 。  

（ 監査委員）  

第１ ３ 条 組合に 監査委員２ 人を 置く 。  

２  監査委員は 、 管理者が 組合の 議会の 同意を 得て 、 組合議員及び識見を 有す
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る 者の う ち か ら そ れ ぞ れ１ 人を 選任する 。  

３  監査委員の 任期は 、組合議員の う ち か ら 選任さ れる 者に あ っ て は 当該組合

議員の 任期に よ る も の と し 、識見を 有する 者の う ち か ら 選任さ れる 者に あ っ

て は ４ 年と する 。  

第４ 章 経費 

（ 経費の 支弁の 方法）  

第１ ４ 条 組合の 経費は 、 財産よ り 生ずる 収入、 使用料、 手数料、 そ の 他の 収

入を も っ て 支弁し 、 な お不足が あ る と き は 、 別表に 定め る 負担割合を も っ て

関係市町が 負担する 。  

２  前項の 規定に よ り 難い 事由が 発生し た と き は 、組合の 議会の 議決を 経て 別

に 定め る 。  

附 則 

 （ 施行期日）  

１  こ の 規約は 、 令和７ 年４ 月１ 日か ら 施行する 。  

 （ 準備行為）  

２  組合議員の 選出そ の 他こ の 規約を 施行する た め に 必要な 準備行為は 、こ の

規約の 施行前に おい て も 行う こ と が で き る 。  

別表（ 第１ ４ 条関係）  

発生期日 経費区分 負担割合 

組 合 設 立 の 日 か ら ご み 広

域 処 理 施 設 の 供 用 開 始 の

日の 前日ま で  

全て の 経費 ●● 

●● 

ご み 広 域 処 理 施 設 の 供 用

開始の 日以後 

組合の 運営に 係る 経費 ●● 

ご み処理に 係る 経費 ●● 

 備考 

( 1)  組合の 運営に 係る 経費と は 、 次に 掲げる も の を い う 。  

 ア  議会費 
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 イ  総務費 

 ウ  ア 又は イ に 掲げる も の の ほ か 、組合の 組織の 運営に 必要と 認め ら れ 

る 経費 

  ( 2)  ご み処理に 係る 経費と は 、 前号に 掲げる も の 以外の も の を い う 。  

  ( 3)  人口割の 基礎と な る 人口は 、 当該会計年度の 前年度の ４ 月１ 日現在 

の 住民基本台帳に 記録さ れ て い る 者の 数と する 。  

  ( 4)  ご み量割の 基礎と な る ご みの 量は 、 当該会計年度の 前年度に ご み広

域処理施設に 搬入さ れた ご み量の 実績と する 。 た だ し 、 ご み広域処理

施設の 供用開始年度に つい て は 、前年度の 関係市町の 対象ご みの 処理

実績に よ る 。  

( 5)  ご み広域処理施設の 供用開始の 日以後の 負担割合に つい て は 、 １ ０  

年毎に 見直し を 検討する た め 、組合と 関係市町で 協議する も の と する 。 

( 6)  ご み広域処理施設の 供用開始の 日以後に 生じ た 大規模な 改修等に 係 

る 経費の 負担に つい て は 、 組合及び関係市町に おい て 協議の 上、 別に

定め る 。  

  ( 7)  別表に よ る 経費を 起債に よ り 調達する 場合に は 、 起債時の 経費区分 

及び負担割合を も っ て 償還金を 按分する 。  

 


